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「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値（案）」に対
する意見募集の結果について 

 

令 和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 

環境省水・大気環境局  

  水環境課農薬環境管理室 

 

１． 意見募集の概要 

（１） 意見募集の対象農薬 

酸化亜鉛、ジメスルファゼット 

 

（２）意見募集の周知方法 

   関係資料を電子政府の総合窓口（e-Gov）に掲載 

 

（３）意見募集期間 

   令和５年１月 26 日（木）～ 令和５年２月 24 日（金） 

 

（４）意見提出方法 

  ・電子政府の総合窓口（e-Gov） 

・郵送 

 

（５）意見提出先 

   環境省水・大気環境局水環境課農薬環境管理室 

 

 

２．意見募集の結果 

（１）御意見提出者数 

・電子政府の総合窓口（e-Gov）  ５通 

・郵送              ０通 

 

（２）御意見の延べ総数  ５通 

 

（３）提出された御意見の概要と御意見に対する考え方 

   別紙のとおり 
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（別紙） 

No. 提出された御意見 御意見に対する考え方 

１ ・意見 

認可しない、もしくは基準値を０μｇ／

ｌに定めては、どうか。 

 

・理由 

塩化物である塩化亜鉛は潮解性を示す

ため水溶性であることがわかり、結果、

水源を汚染する物質となりえるため、で

す。 

 

この度ご意見いただきました生活環

境動植物の被害防止に係る農薬登録基

準の設定は、酸化亜鉛について行うも

のであり、塩化亜鉛についてのもので

はありません。 

なお、水域の生活環境動植物の被害

防止に係る農薬登録基準は、農薬の使

用によって水域の生活環境動植物に著

しい被害を生じるおそれがない値とし

て設定されています。設定に当たって

は、農薬の成分物質の公共用水域にお

ける環境中予測濃度（水域 PEC：水域

の生活環境動植物被害の評価の観点か

ら予測した濃度）が当該基準に適合す

ることを確認しています。 

 

２ ・意見 

認可しない、もしくは基準値を０μｇ／

ｌに定めては、どうか。 

 

・理由 

日本の水稲は特に満々と水を張った中

で育成するため、散布されたジメスルフ

ァゼットは水に流れ、結果、水源を汚染

する物質となりえるため、です。 

 

水域の生活環境動植物の被害防止に

係る農薬登録基準は、農薬の使用によ

って水域の生活環境動植物に著しい被

害を生じるおそれがない濃度として設

定されています。設定に当たっては、農

薬の成分物質の公共用水域における環

境中予測濃度（水域 PEC：水域の生活

環境動植物被害の評価の観点から予測

した濃度）が当該基準に適合すること

を確認しています。 
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３ ・意見 

認可しない、もしくは基準値を０μｇ／

ｌに定めては、どうか。 

 

・理由 

環境省として生物多様性を尊重するな

ら、生物に害となる可能性が少しでもあ

るなら、その農薬は認可しないでほしい

から、です。 

 

生活環境動植物の被害防止に係る農

薬登録基準は、農薬の使用によって生

活環境動植物に著しい被害を生じるお

それがない値として設定しています。

設定に当たっては、水域の生活環境動

植物については、農薬の成分物質の公

共用水域における環境中予測濃度（水

域 PEC：水域の生活環境動植物被害の評

価の観点から予測した濃度）が、陸域の

生活環境動植物については、当該動植

物被害の評価の観点から予測した農薬

の成分物質のばく露量が、それぞれの

基準に適合することを確認していま

す。 

 

４ 殺菌効果や除草効果があるんだったら、

周辺動植物に悪影響があるに決まって

いるでしょうに。机上の計算だけでは測

ることができない自然界のバランスを

破壊しないか、懸念されます。 

 

生活環境動植物の被害防止に係る農

薬登録基準は、動植物の毒性試験の結

果に基づき、農薬の使用によって生活

環境動植物に著しい被害を生じるおそ

れがない値として設定しています。 

設定に当たっては、環境中で予測さ

れる濃度が、これらの基準に適合する

（超えていない）ことを確認しており、

生活環境動植物に著しい被害を生じる

おそれがないと考えています。 
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５ 問題ないからと言って農薬を新たに登

録するのは不必要だと思います。排除す

るのではなく、共生する考えが必要だと

思います。 

農薬は、病害虫の防除における有効

な防除手段として現場ニーズに資する

ことや、既存の農薬よりも人畜や生活

環境動植物への安全性が高いものとな

ること等を目指して、新たな農薬の開

発が続けられています。また、新たな作

物や発生する病害虫の変化、薬剤抵抗

性を持つ病害虫の発生等への対応も必

要です。 

そのため、新たに開発された農薬に

ついても、人や環境等への影響につい

て評価を実施し、農薬の使用量や使用

方法を考慮したうえで問題ないことが

確認されなければ、登録が認められな

い仕組みとしています。 

 

 


